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（提案理由説明） 

本件は、南成瀬地区における新たな学校づくりに関する取組を着

実に推進するため、策定するものです。 
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2023 年度～2027 年度（５年間） 

※学校の統合や新校舎の開校に向けた計画のため、2027 年度までを計画期間としています。 

 計画の目標 

基本計画では、推進計画に定める３つの要素を踏まえつつ、南成瀬地区の新たな学校づくりを着実に進め、町田

市立学校を取り巻く環境変化に柔軟に対応できるよう、６つの教育環境の実現を目標とします。 

 

 図１-３-１ 実現したい６つの教育環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の人間関係や多様な考え方に触れ、学び合い、切磋琢磨する機会の充実という観点から、小学校においては、

望ましい学級数として 1学年あたり３～４学級の実現を図ります。 

 

学校施設の老朽化への対応は喫緊の課題であるため、将来にわたって子どもたちの学校における安全を確保し、安

心して学校生活を送ることができる学校施設環境の整備を行います。 

 

2020 年度、小学校では外国語科が教科化されました。また、町田市教育委員会においても、ICT を活用した教

育活動が推進するなど、教育内容や教育方法は大きく変化しています。そのため、これから建設する新たな小学校にお

いては、今後 80 年使用することを想定し、学校教育にかかる諸制度の改正や将来の予測が困難な状況においても

柔軟に対応することができる教育環境の整備を行います。 

  

 

新たな学校づくりにより

実現したい目標

望ましい

学級数の

実現

学校施設

環境の整備

未来を

見据えた

教育環境の

整備
特別支援

教育の

環境整備

学校を支える

チーム体制の

構築

地域拠点

となる学校

づくりの実現



 

4 

図１-３-２ 新たな学校イメージ オープンスペースを活用した児童の学校生活（授業中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-３-３ 新たな学校イメージ オープンスペースを活用した児童の学校生活（休み時間） 
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特別な支援を必要とする児童に対する教育環境について、教室の数や広さ、配置等に十分な配慮をすることができ

ていない状況があります。これらの改善を図るとともに、学校施設の建替えを行う全ての小学校に、「知的障がい特別

支援学級」「自閉症・情緒障がい特別支援学級」の設置及び必要な環境整備を行います。 

 

教員の多忙化が社会問題となっている中、教員以外の人材とチーム体制を構築して学校経営を行うことが求められ

ています。しかし、現在の学校施設の多くは、設計時点においてこうした学校経営の必要性を想定した整備ができてい

ないため、施設環境の整備を通してこれを改善することにより、学校を支えるチーム体制の構築を推進します。 

 

町田市立学校は、地域活動やスポーツ活動、災害時の避難施設としても活用されています。 

そのため、新たな学校は、多様な人々が学校に集い、教育活動への支援や放課後活動、地域の活動を通じて、市

民が交流し活動する愛着ある地域の拠点とします。 

さらに、民間の力を導入することで、学校でできることの幅を広げ、子どもだけではなく大人も集う学校づくりを実現し

ます。 

 

図１-３-４ 新たな学校イメージ 特別支援学級の児童の学校生活（プレイルームを活用した授業） 
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図１-３-５ 新たな学校イメージ 地域とともに育つ学校（地域の活動拠点としての学校） 
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第２章 南成瀬地区の小学校の現状と今後の想定 

 

 

 

 

１ 南成瀬地区の新たな小学校の概要 

２ 南成瀬地区の新たな小学校の学校名（教育委員会案） 
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 南成瀬地区の新たな小学校の概要 

 

2025年度の南第二小学校1と南成瀬小学校2の統合時の推計児童数は630人、2028年度の新校舎使用開

始時の推計児童数は 595人です。 

また、南第二小学校に設置している「知的障がい特別支援学級」については継続するとともに、新たな小学校におい

ては、「自閉症・情緒障がい特別支援学級」を設置します。 

 

表２-１-１ 児童数・学級数・設置する特別支援学級種別                   

学校名 
児童数（学級数）3 特別支援学級 

2022 2025  2028 2028 

南第二小学校 320（12） 

630（21） 595（18） 

「知的障がい特別支援学級」「自閉

症・情緒障がい特別支援学級」を設

置 南成瀬小学校 347（12） 

 

 

南成瀬地区では、2025 年度に南第二小学校・南成瀬小学校が統合し、通学先が現在の南成瀬小学校となり

ます。その後、2028年度に、現在の南第二小学校の校地に建設する新校舎の使用を開始します。 

 

表２-１-２ 統合・新校舎建設スケジュール 

 

  

                                         
1 略称として「南二小」と記載する場合があります。 
2 略称として「南成小」と記載する場合があります。 
3 2022 年度は 5月時点の児童数・学級数。2025 年度及び 2028 年度は 2020 年度に実施した推計における児童数・学級数。 

学校名/年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028

☆新校舎使用南第二小学校 既存校舎 新校舎建設

南成瀬小学校 既存校舎 既存校舎

統合
引越

（年度） 
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南成瀬地区の新たな小学校の通学区域は、2025 年度に通学区域を変更し、町区域名「成瀬５～８丁目」全

域及び「南成瀬１～８丁目」全域を通学区域とします。 

南成瀬地区の新たな小学校の通学区域及びその周辺における通学区域変更箇所については表２-１-３をご参

照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２-１-３ 南成瀬地区の新たな小学校の通学区域及びその周辺における通学区域変更箇所 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
※が付してある通学先は、2028 年度に、現在の南第二小学校に建設する新校舎に通学先が変更します。 
 

 

  

図２-１-１ 新たな通学区域図 

新たな通学区域 

現 成瀬中央小学区 

現 高ヶ坂小学区 

現 つくし野小学区 

凡例 

町区域

1 南第二小学校 成瀬５～７丁目

南成瀬４～７丁目

2 南成瀬小学校 成瀬８丁目

南成瀬１～３丁目

3 つくし野小学校 南成瀬８丁目

4 成瀬中央小学校 成瀬７丁目

5 高ヶ坂小学校 成瀬８丁目

変更年度 通学区域変更時点の通学先

2025
現在の南成瀬小学校※

（南第二小・南成瀬小の統合校）

　通学区域が変更となる町区域（学校別）

小学校名
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 南成瀬地区の新たな小学校の学校名（教育委員会案） 

教育委員会では、意見募集の結果、検討会の選定結果及び 2023 年 2月に開催した町田市教育委員会定例

会における協議を踏まえ、次のとおり、南成瀬地区の新たな小学校の学校名（教育委員会案）を選定しました。 

2023 年度以降、市議会に町田市立学校設置条例の一部改正する議案を上程し、2025 年度から新たな学校

名を使用する予定です。 

 

南成瀬地区の新たな小学校の学校名（教育委員会案） 

 

 

 

 

 

選定理由 

教育委員会では、学校名意見募集等において多く寄せられた「成瀬」という地名を大切にしたいという思いを尊重す

るとともに、古くは成瀬地域の学校として「成瀬学校」があったことなど、「我が町の学校」として愛着を持てる「成瀬」を使

用したいと考えました。 

以上のことから、教育委員会では、「成瀬小学校」を選定しました。 

 

  

成瀬小学校 
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第３章 南成瀬地区の新たな学校づくりに関する取組 

 

 

 

 

１ 施設整備 

２ 通学関連 

３ 学校統合における児童への配慮 

４ 学校運営協議会と地域学校協働活動 

５ 保護者と教職員による組織（PTA） 

６ 歴史の継承 

７ 校歌・校章 
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 施設整備 

南成瀬地区の新たな小学校の施設整備は、「町田市立学校施設機能別整備方

針」（以下、「整備方針」という。）等の上位計画や、新たな小学校の施設整備を具

体的に進めていくために策定する建設計画に基づいて進めます。 

 

 

南成瀬地区の新たな小学校は、整備方針に掲げる「町田市立学校施設整備の基本理念」や、検討会における議

論の結果を踏まえた６項目の「施設整備コンセプト」に基づいて施設を整備します。 

なお、施設整備コンセプトの項目１、２、３は「町田市立学校施設整備の基本理念」、４、６は検討会における

議論の結果、５は町田市が宣言している「ゼロカーボンシティまちだ」などの方針を踏まえ、決定しました。 

 

図３-１-１ 施設整備コンセプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：学校教育部施設課 

１ 教育環境・生活環境づくり ２ 放課後活動の拠点づくり

〇様々な活動に対応するとともに、適切な管理区画によ

る安心して活動できる施設

〇放課後活動の利用者が移動しやすい動線と安全で利

用しやすい施設

３ 市民生活の拠点づくり

〇地域と学校の連携、協働を支え、新たな地域拠点となる

施設

〇適切な開放区画や開放諸室の集約による地域利用を

活性化する施設

４ 安全安心な施設づくり

〇日常の安全、防犯対策を行うとともに、誰にでも優しく

使いやすい施設

〇災害に強く、避難施設機能が充実した施設

５ 環境負荷低減に寄与する施設づくり

〇「ゼロカーボンシティまちだ」の実現に向けた省エネ化と再生

可能エネルギーの活用により、環境負荷を低減する施設

〇日常生活を通して環境について考えるきっかけとなる施設

６ 地域性を活かした学校づくり

〇南成瀬地区の学校として、愛着を育み、ともに歩む学校

〇恩田川や桜等の豊かな景観、環境を活かし、地域のシン

ボルとなる学校

〇多様な学習形態に対応し、主体的、協働的な学びを支

える学習空間の形成

〇健やかな生活、交流を支え、一人ひとりが安心して過ご

せる施設
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2023 2024
2025

（統合/南成小校舎

使用）

2026 2027
2028

(新校舎使用)
項目/年度

建設スケジュール
PFI 事業者

公募準備・選定

新校舎 設計・建設

（南二小校舎解体含む）
維持管理

 

建設計画は、図３-１-２で示すとおり「施設整備コンセプト」を基本計画と共有し策定しています。また、建設計画

の構成及び記載内容は表３-１-１のとおりです。 

 

図３-１-２ 基本計画と建設計画の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３-１-１ 建設計画の構成 

 

 

 

 

 
4 

 

  

                                         
4 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 

第１章 建設基本計画について（建設基本計画や新たな学校づくりの概要、上位計画など） 

第２章 学校建設地の現状（学校建設地の敷地、周辺環境など） 

第３章 施設計画の基本的な考え方 

３-１ 施設整備コンセプト 

３-２ 施設構成と規模（建設する諸室の構成、規模など） 

３-３ 施設に関する諸計画（配置、平面、立面、断面、構造、設備、外構、仕上、昇降機設備、環境配慮、防犯・

安全・防災、施設管理、長寿命化） 

建設計画

通学関連、歴史の継承などの検討

基本計画

施設整備コンセプト

新校舎の設計、工事などの推進連動
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 通学関連 

通学については、現行の考え方や制度、検討会における議論を踏まえ、徒歩で通学することを基本とし、新たに通

学路になると想定される箇所を中心に、通学路の安全対策を実施します。また、これまでより通学区域が広くなり、通

学時間が長くなる（学校まで遠くなる）地域があることから、児童の通学の負担を軽減できるような施策についても検

討し、実施します。 

 

通学の安全対策については、統合後の通学区域においても既に安全対策を実施している既存の通学路を活用す

るとともに、「町田市通学路交通安全ガイドライン5」に基づき、既存通学路の安全点検6を継続して実施します。また、

既存の通学路の接続部分を中心として新たに通学路に設定される箇所については、必要な安全対策を検討し実施

します。 

併せて、東京都が策定している安全教育プログラムに基づき、各小学校において学年にあわせて実施している安全

教育を引き続き実施するとともに、学校統合に向けて必要な安全教育を行います。 

そのほか、ソフト・ハードの両面から必要となる安全対策を検討、実施します。 

① 取組内容 

ア 既存通学路の安全点検の継続実施 

 学校、PTA、警察、道路管理者と行う既存通学路安全点検の実施 

イ 新たに通学路に設定される箇所の安全対策の実施 

 警察、道路管理者への安全対策の要望 

 学校、警察、道路管理者と行う通学路候補箇所の安全点検を、既存通学路の点検に前倒して実施 

 通学路候補箇所の安全点検に基づく対策内容の決定、実施 

 安全対策の効果検証 

ウ 児童への安全教育の実施 

 登下校時に遭遇する犯罪や危険などに関する生活安全における指導の実施 

 道路における様々な危険や交通法規についての理解などに関する交通安全における指導の実施 

 学校統合及び新校舎使用開始までに、通学先が変更になることを踏まえた生活安全及び交通安全に

関する指導の実施 

エ その他の安全対策の検討、実施 

 通学路の見守り活動の好事例の収集・整理・共有 

 その他、必要な安全対策をソフト・ハードの両面から検討 

 

                                         
5 町田市通学路交通安全ガイドラインとは、教育委員会が学校、保護者、道路管理者、交通管理者等の関係機関と連携を図り、児

童が安全に通学できるよう通学路の交通安全確保の取組を推進していくために作成したガイドライン。 
6 通学路安全点検とは、学校長が指定した通学路のうち、学校・PTA 等の保護者から提出される危険箇所改善要望書をもとに、関係

機関とともに合同で現地調査を行い、通学路の現状（登下校時の交通量や人の流れ等）を確認するとともに、対策案を検討・決定す

る取組。市内小学校 42 校を 2 つのブロックに分け、それぞれ隔年で実施。 

担当：学校教育部学務課・指導課 
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② 取組スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３-２-１ 既存通学路・新たな通学路候補箇所 

  

南成瀬小

南二小

③

④

➁

➀

緑実線・・・現在の南成瀬小通学路

青実線・・・現在の南二小通学路

・・・通学路接続候補（教育委員会提案）

・・・通学路接続候補（検討会提案）

・・・現在の通学路に関する危険指摘箇所

A１

A2

総合

体育館

成瀬高校

A4

A3

B2

B4 B5

B6

B3

B1

A5

➀

A１

B1

2023 2024
2025

（統合/南成小校舎使

用）

2026 2027
2028

(新校舎使用)

南第二

小学校

南成瀬

小学校

その他の安全対策

項目/年度

既存通学路

安全点検

新たに通学路に

設定される箇所の安全対策

安全教育の実施

安全点検・

対策内容

決定

安全対策実施・

進捗確認

対策効果の

検証

効果の

検証

点検・安全

対策実施
統合校での

安全対策

実施・効果の

検証
効果の

検証

点検・安全

対策実施

教育課程上の安全教育の検討

安全教育の実施

対策内容検討・決定

決定した内容から順次対策実施

安全点検・安全対策実施・

効果の検証

教育課程上の安全教育の検討

新たな学校で

の安全教育の

実施
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統合後の通学区域においても徒歩での通学を基本としますが、これまでより通学区域が広くなることで通学時間が

長くなる（学校まで遠くなる）児童の通学の負担を軽減する必要があります。そのため、通学区域再編の過渡期にお

いて、何度も通学先が変更になるなど負担の多い児童と、通学が長距離となる児童の通学の負担を軽くできるように

通学先を選べるようにすることや、路線バスを安心して通学に利用できるようにすることなどの施策を検討、実施します。 

① 負担軽減策としての通学手段の検討結果 

教育委員会では、通学の負担軽減策の検討・実施にあたり、これまでの通学の考え方や現行の通学費補助

制度などを踏まえ、表３-２-１の基本的な考え方に基づき、公共交通機関の利用や新しい通学手段導入の必

要性について表３-２-２の項目を調査確認しました。 

その結果、南成瀬地区においては、公共交通機関である路線バスが通学に利用できることを確認したため、ス

クールバス等の新しい通学手段の導入検討は行わないこととし、「路線バスを利用して安心して通学できるように

すること」を、通学の負担軽減策の 1 つとして、検討・実施します。 

② 取組内容 

ア 通学先を選べるようにする 

 学区外通学制度の内容決定、運用方法の検討、運用 

 学区外通学制度の周知 

イ 様々な視点から負担軽減策を検討する 

 通学時の荷物を軽くすることや、通学を見守る仕組みづくりなど、児童の通学の負担を軽くするための具

体的な内容の検討、実施 

ウ 路線バスを利用して安心して通学できるようにする 

 バスの乗り方教室や安全教室などの実施 

 児童が利用することを前提とした対応策について、バス事業者と相談しながら内容を検討、実施 

 学校で必要となる対応の検討、実施 

③ 取組スケジュール 

 

 

  

項目/年度 2023 2024
2025

（統合/南成小校舎

使用）

2026 2027
2028

(新校舎使用)

　通学先を

選べるようにする

様々な視点から

負担軽減策を

検討する

路線バスを利用して安

心して通学できるように

する

具体策の検討

制度

周知

申請

受付

決定

通知

軽減策実施関係機関調整

軽減策実施

関係機関調整

制度

周知

申請

受付

決定

通知

具体策の検討

乗り方教室等の

検討

バス事業者調整

乗り方教室等の実施

学校での対応の検討 学校での対応の検討

乗り方教室等の

検討
乗り方教室等の実施
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 表３-２-１ 通学手段検討の基本的な考え方7 

ア 学校まで徒歩 30分程度で通学が難しい地域を検討、施策実施の対象とする。 

イ 対象地域における公共交通機関の状況調査を行い、公共交通機関が通学に利用できるかどうか確認する。 

ウ 公共交通機関の状況調査の結果、公共交通機関を通学に利用できる場合は、公共交通機関を安心して通

学に利用できるようにするための具体策を検討し、実施する。 

エ 公共交通機関の状況調査の結果、公共交通機関を通学に利用することが難しい場合は、利用を可能にする

ための対応策を検討する。 

オ エの結果でも公共交通機関を通学に利用することが難しい場合は、対象地域の状況を踏まえて公共交通機関

以外の配慮方法を検討する。 

 

 

 表３-２-２ 公共交通機関（路線バス）の状況調査・確認項目と確認結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
7 通学方法の検討のために使用する通学時間や通学距離、公共交通機関の利用状況等の数値は、推進計画における「基本計画検

討着手目標年度」に教育委員会が実施する調査により把握したものです。 

確認の視点 確認結果

1 通学時間
児童の居住地から学校まで、路線バスを利用して概ね30分程度で通学が可能かどう

か
通学可能

2 路線バスの運行量
利用が想定される路線が、登下校の時間帯に極端に運行量の少ない路線でないかど

うか
利用可能

3 路線バスの混雑状況 児童が通学に利用できる混雑状況かどうか 利用可能

4 学校近くのバス待ち環境 学校近くのバス停に児童が安全にバスを待てる環境があるかどうか 環境がある

状況調査・確認項目
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図３-２-２ 2025 年度～2027 年度（現在の南成瀬小学校の位置に通学）の検討実施対象エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-２-３ 2028 年度以降（現在の南第二小学校の位置に通学）の検討実施対象エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例

南成瀬小学校から半径1.5ｋｍの範囲

通学の負担軽減が必要と想定されるエリア

凡例

南第二小学校から半径1.5ｋｍの範囲

通学の負担軽減が必要と想定されるエリア
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図３-２-４ 路線バスを利用した通学例（2025 年度～2027 年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３-２-３ 路線バス状況調査結果（2025 年度～2027 年度）
8 

 

 

 

  

                                         
8 路線バスに関する数値は、2022 年７月現在のダイヤで、以下の内容を調査・確認しました。 

・往路：８時 10 分までに学校に到着可能な、７時台の運行間隔・時間帯平均乗車率 

・復路：13 時～19 時台の運行間隔・同時間帯の時間帯平均乗車率、及び乗車率が最大となる時間帯の平均乗車率 

往路

バス利用 徒歩のみ 往路 復路 平均 往路 復路

④バス待ち環境

路線 【往路／復路】（分）
運行間隔

（分）

1便あたりの乗車率（％）
学校近くの停留所

復路
時点

学校の

位置

利用想定区間 ①通学時間 ②路線バス運行量

最大

2025

～

2027

年度

現在の

南成瀬小

学校
27/25 30/32 20

③路線バスの混雑状況

利用区間

歩道有60 22.8 13.7 16.5
（15・17

時台）
歩道有吹上⇔成瀬コミュニティセンター

成瀬消防出張所前

成瀬コミュニティセンター前

A①吹上

凡例

南成瀬小学校から半径1.5ｋｍの範囲

通学の負担軽減が必要と想定されるエリア

バス停 利用候補バス路線

路線バス利用候補

学校側

町73・77 A① 吹上 ⇔ 成瀬コミュニティセンター前

系統
区間

自宅側
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